
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  不動産譲渡に係る契約書と印紙税              

Ｑ：不動産譲渡の契約書に貼る収入印紙の

税率の特例が設けられたとか。どのようにな

っているのですか？ 

                                              

Ａ：平成26年４月１日以後に作成する契約

書から適用されます。 

【解説】 

来年４月から消費税率が８％に上がること

から、契約書に貼る収入印紙の税率について

特例が設けられることとなりました。 

この特例は、平成26年４月１日から平成30

年３月31日までの適用となります。 

内容は、以下のとおりです。 

  契約金額    軽減税率 

  １千万円以下 200円～５千円(50%軽減) 

   １千万円超  １万円(50%軽減) 

５千万円以下 

    ５千万円超  ３万円(50%軽減) 

１億円以下 

１億円超   ６万円(40%軽減) 

５億円以下 

５億円超   16万円(20%軽減) 

10億円以下 

10億円超   32万円(20%軽減) 

50億円以下 

50億円超   48万円(20%軽減) 
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